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（本報告書における記載内容の注意事項） 

・端数処理 

報告書の数値は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示しているため、表中

の総額と内訳の合計が一致しない場合がある。一部単位未満の端数を四捨五入して表

示している場合には、四捨五入している旨の記載を行っている。 

公表されている資料等を使用している場合には、原則としてその数値をそのまま使

用している。そのため、端数処理が不明確な場合もある。 

 

・報告書の数値等の出典 

報告書の数値等は、原則として横浜市が公表している資料、あるいは監査対象とし

た組織（66ページ表１参照）から入手した資料を用いている。その場合には数値等の

出典は明示していない。 

報告書の数値等のうち、横浜市以外が公表している資料あるいは監査対象とした組

織から入手した資料以外の数値等を用いたもの、あるいは他の地方自治体等の数値等

を表示したものについては、その出典を明示している。 
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第１ 外部監査の概要 

１．外部監査の種類 
地方自治法第 252 条の 37 第 1 項及び第 2 項に基づく包括外部監査 
 
 

２．選定した特定の事件 
（１）外部監査対象 

市民の食に関連する事業に係る財務事務の執行及び経営に係る事業の管

理について 
 
具体的には次の事業を監査対象としている。 

(１) 卸売市場の運営管理 
(２) 食品衛生業務 
(３) 消費者政策事業 
(４) 学校給食事業 
(５) 市立保育所における給食事業 

 
（２）監査対象局区及び団体 

経済局、衛生局、福祉局、中区、教育委員会事務局、横浜市場冷蔵株式

会社、横浜食肉市場株式会社、株式会社横浜市食肉公社、財団法人横浜市

消費者協会及び財団法人横浜市学校給食会 
 

（３）外部監査対象期間 

自平成 16 年 4 月１日至平成 17 年 3 月 31 日 
ただし、必要に応じて平成 15年度以前又は平成 17年度の執行分を含む。 
 

（４）事件として選定した理由 

近年、Ｏ157（腸管出血性大腸菌）やノロウイルスによる食中毒事件、Ｂ

ＳＥ（牛海綿状脳症）あるいは鳥インフルエンザなど、食の安全性をめぐ

って様々な問題が発生している。 
平成 16 年度に横浜市が実施した「横浜市民意識調査」では、「食の安全

性」が特集項目として調査され、その結果、7 割弱の市民が食品の安全性に

ついて不安を感じていると回答するなど、市民の食の安全に対する関心は

高まっており、横浜市が果たすべき役割に対する期待も大きいものがある

と考えられる。 
横浜市では、中央卸売市場（本場、南部市場及び食肉市場）を運営し、

生鮮食料品等の安定供給に努めるとともに、食品等の抜き取り検査や食品
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衛生監視指導等の業務を行っている。また、市民からの消費生活に関する

様々な相談に応じるとともに、食品の安全性を含めて消費生活に関する知

識・情報の普及啓発を行っている。さらに、横浜市立の小学校及び保育園

等において、給食事業を実施している。 
そこで、こうした市民の食に関連する様々な事業について、関係する外

郭団体を含めて、その事務の執行が法令等に基づき適正に執行されている

かどうか、また、当該事業が地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項の趣旨

に沿って行われているかどうか等について、監査を実施する必要があるも

のと認め、特定の事件（テーマ）として選定した。 
 
 

３．外部監査の実施期間 
実地調査期間･･･平成 17 年 7 月 12 日から平成 18 年 1 月 20 日まで 
 
 

４．外部監査の補助者 
   

川 田 増 三 公認会計士  
稲 垣 正 人 公認会計士  
大 橋 洋 史 公認会計士  
服 部 政 克 弁 護 士  
宮 本 和 之 公認会計士  
川 越 靖 彦 公認会計士  
松 永 好 司 公認会計士  
山 崎 愛 子 会 計 士 補  
古宇田大介 会 計 士 補  
篠 崎 道 和 そ の 他  

   
 
 

５．利害関係 
外部監査の対象とした事件につき、私は地方自治法第 252 条の 29 の規定

による利害関係はない。 
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